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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景

（
１
）
太
陽
光
発
電
の
状
況

地
球
温
暖
化
対
策
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
中
、
本

県
で
は
「
お
か
や
ま
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
」（
平

成
23
年
３
月
策
定
。
同
29
年
３
月
改
定
）に
お
い
て
、

太
陽
光
発
電
を
重
点
分
野
の
一
つ
と
し
、
雨
の
日
が

少
な
く
「
晴
れ
の
国
」
と
言
わ
れ
て
い
る
本
県
の
強

み
を
活
か
し
、
家
庭
や
地
域
へ
の
太
陽
光
発
電
の
普

及
拡
大
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
24
年
に
施
行
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る

Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
）
に
よ
り

「
固
定
価
格
買
取
制
度
」
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
本

県
に
お
い
て
も
、
太
陽
光
発
電
は
着
実
に
普
及
が
進

み
ま
し
た
。

（
２
）
県
民
か
ら
の
声

太
陽
光
発
電
の
普
及
が
図
ら
れ
る
中
、
森
林
伐
採

等
に
よ
る
土
砂
災
害
発
生
に
対
す
る
懸
念
、
不
安
等

か
ら
、
特
に
山
林
の
斜
面
等
へ
の
太
陽
光
発
電
施
設

の
設
置
に
対
し
、
反
対
の
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
折
、
平
成
30
年
７
月
豪
雨
が
発
生
し
、

太
陽
光
発
電
施
設
に
関
し
て
言
え
ば
本
県
で
は
大
き

な
被
害
は
報
告
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
他
都
道
府

県
で
は
山
林
の
斜
面
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
太
陽
光
発

電
施
設
の
崩
落
等
が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

先進・ユニーク条例【解説】

　太陽光発電の導入に当たって県民の不安を
解消し、安全で安心な生活の確保に配慮した
太陽光発電の普及及び拡大に寄与することを
目的として制定。太陽光発電施設の設置禁止
区域を設け、例外的に設置を求める場合には
知事の許可が必要としたほか、県は当該施設
等に対し立入調査・指導・助言等を行うこと
ができるなどとした。太陽光発電施設の設置
禁止区域を定めた条例は都道府県では全国初
となる。

岡
山
県
環
境
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環
境
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課
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航

岡山県

岡
山
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な 

導
入
を
促
進
す
る
条
例

発電出力
10kW未満

発電出力
10kW以上 計うち１MW

以上

件数（件） 60,982 21,067 156 82,049

出力（kW） 272,860 1,249,030 588,822 1,521,890

県内における太陽光発電施設（稼働済み）の状況
（平成31年３月現在）

※　資源エネルギー庁「固定価格買取制度　情報公表用ウエ
ブサイト」を基に作成



71◆自治体法務研究 2019・冬

県
民
の
懸
念
、
不
安
等
の
声
が
一
層
高
ま
る
事
態
と

な
り
ま
し
た
。

（
３
）
条
例
の
制
定
へ

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
他
都
道
府
県
の
対
応
を

調
査
す
る
な
ど
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な
導
入

に
向
け
た
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
、
岡

山
県
議
会
平
成
30
年
11
月
定
例
会
に
お
い
て
、
知
事

が
条
例
制
定
を
検
討
す
る
旨
を
公
表
す
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。

２　

条
例
制
定
ま
で
の
流
れ

（
１
）
条
例
案
の
概
要
の
公
表
及
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
の
実
施

平
成
31
年
１
月
、
条
例
案
の
概
要
を
公
表
す
る
と

同
時
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
（
平
成
31

年
１
月
24
日
～
２
月
25
日
）
し
、
県
民
の
皆
様
か
ら

１
７
６
件
の
貴
重
な
御
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（
２
）
条
例
制
定

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
受
け
、
内
容
を
一
部
修

正
す
る
な
ど
し
た
上
で
、
岡
山
県
議
会
令
和
元
年
６

月
定
例
会
に
条
例
案
を
上
程
し
、
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
条
例
の
周
知
期
間
を
考
慮
し
、

令
和
元
年
10
月
１
日
と
し
ま
し
た
。

３　

条
例
の
内
容
等

（
１
）
目
的

太
陽
光
発
電
施
設
が
防
災
及
び
生
活
環
境
そ
の
他

の
地
域
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
鑑
み
、
太
陽
光
発
電

施
設
の
安
全
な
導
入
の
促
進
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
安
全
で
安
心
な
生

活
の
確
保
に
配
慮
し
た
太
陽
光
発
電
の
普
及
及
び
拡

大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
、条
例
の
目
的
と
し
ま
し
た
。

（
２
）
設
置
者
が
守
る
よ
う
努
め
る
べ
き
事
項

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
県
が
定
め

る
次
の
事
項
を
守
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
、
規
定
し
ま
し
た
。

太
陽
光
発
電
施
設
に
関
し
て
は
、
そ
の
普
及
が
進

む
中
、
様
々
な
懸
案
事
項
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
懸
案
事
項
に
対
応
す
べ
く
、
地
域
住

民
と
の
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と

な
ど
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に
係
る
事
業
計
画

の
作
成
か
ら
事
業
終
了
に
至
る
ま
で
の
間
、
設
置
者

に
努
力
義
務
を
課
す
も
の
で
す
。

【
県
が
定
め
る
事
項
】

・	

地
域
住
民
と
の
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

・	

適
切
な
土
地
の
選
定
、
開
発
計
画
の
策
定
、
設

計
及
び
施
工

・	

稼
働
音
、
電
磁
波
、
反
射
光
等
に
対
す
る
地
域

住
民
や
周
辺
環
境
へ
の
配
慮

・	

保
守
点
検
及
び
維
持
管
理
に
係
る
実
施
体
制
の

構
築
及
び
実
施

・	

破
損
に
よ
る
被
害
発
生
等
の
市
町
村
等
へ
の
連

絡
及
び
施
設
外
へ
影
響
が
及
ば
な
い
た
め
の
適

切
な
措
置

・	

防
災
、
安
全
、
環
境
保
全
、
景
観
保
全
等
に
関

す
る
対
策
の
実
施
確
認
や
近
隣
へ
の
配
慮

・	

固
定
価
格
買
取
制
度
に
よ
る
調
達
期
間
終
了
後

の
事
業
継
続

・	

事
業
終
了
後
の
速
や
か
な
施
設
撤
去
等
の
必
要

な
措
置

（
３
）
設
置
禁
止
区
域
を
規
定

土
砂
災
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
特
に
高
い
次
の

区
域
に
つ
い
て
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
を
禁
止

し
ま
し
た
。
設
置
禁
止
区
域
に
例
外
的
に
設
置
す
る

場
合
に
は
、
出
力
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
に
よ

る
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
条
例
制
定
の
背
景
と
し
て
、
太
陽
光
発

電
施
設
の
設
置
が
土
砂
災
害
等
の
発
生
を
誘
発
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
、
不
安
等
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
既
存
法
令
に
よ
り
土
砂
災
害
発
生
の
お
そ
れ

が
特
に
高
い
と
さ
れ
る
区
域
へ
の
設
置
を
原
則
禁
止

と
し
た
も
の
で
す
。

【
設
置
禁
止
区
域
】

・	

砂
防
指
定
地
（
砂
防
法
第
２
条
・
岡
山
県
砂
防

指
定
地
等
管
理
条
例
第
２
条
第
１
項
）

先進・ユニーク条例
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・	

地
す
べ
り
防
止
区
域
（
地
す
べ
り
等
防
止
法
第

３
条
第
１
項
）

・	
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
（
急
傾
斜
地
の
崩
壊

に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第

１
項
）

・	

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
土
砂
災
害
警
戒
区

域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
９
条
第
１
項
）

（
４
）
設
置
に
適
さ
な
い
区
域
を
規
定

土
砂
災
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
高
い
次
の
区
域

に
つ
い
て
、
設
置
に
適
さ
な
い
区
域
と
し
ま
し
た
。

当
該
区
域
に
発
電
出
力
50	

kW
以
上
の
施
設
を
設
置
す

る
場
合
は
、
工
事
に
着
手
す
る
60
日
前
ま
で
に
、
知

事
へ
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
設
置
禁
止
と
ま
で
は
し
な
い
も
の
の
、

土
砂
災
害
発
生
の
お
そ
れ
が
高
い
区
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
県
と
し
て
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
を
事
前

に
把
握
し
、
適
切
な
指
導
・
監
督
が
行
え
る
よ
う
に

規
定
し
た
も
の
で
す
。

【
設
置
に
適
さ
な
い
区
域
】

・	

土
砂
災
害
警
戒
区
域
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
第
７
条
第
１
項
）

４　

条
例
制
定
後
の
動
き

（
１
）
周
知
啓
発

条
例
の
周
知
啓
発
の
た
め
、
県
内
の
一
定
規
模
以

上
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
認
定
事
業
者
約
５
０
０
社
に
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
郵
送
し
た
ほ
か
、
太
陽
光
発
電
関
連
団
体

に
対
す
る
会
員
へ
の
周
知
依
頼
、
市
町
村
担
当
者
を

対
象
と
し
た
説
明
会
の
開
催
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、
地
元
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
に
も
複
数
回
取
り
上
げ
て
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
で
す
。

（
２
）
条
例
制
定
の
効
果

条
例
制
定
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
日
に
十
数
件
程

度
の
問
合
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
、
設
置
禁
止
区
域
に
つ
い
て
の
問
合

せ
は
、
条
例
に
対
す
る
反
発
の
声
を
含
め
数
多
く
寄

せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
条
例
の
趣
旨
を
丁
寧
に

説
明
す
る
こ
と
で
「
岡
山
県
で
太
陽
光
発
電
の
適
地

を
探
す
際
、
設
置
禁
止
区
域
は
最
初
か
ら
候
補
地
と

し
な
い
。」、「
元
々
計
画
し
て
い
た
区
域
の
一
部
が

設
置
禁
止
区
域
と
な
っ
た
が
、
当
該
区
域
は
開
発
計

画
か
ら
外
す
。」
と
い
っ
た
発
言
を
聞
く
と
こ
ろ
と

な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
反
応
は
、条
例
制
定
に
当
た
っ
て
の「
危

険
な
土
地
へ
の
設
置
を
な
く
し
た
い
」
と
い
う
考
え

に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
条
例
制
定
に
よ

り
一
定
の
成
果
が
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

課
題
と
今
後
の
展
望

（
１
）
条
例
制
定
後
の
課
題

条
例
施
行
後
、
そ
の
事
務
を
行
う
中
で
次
の
よ
う

な
課
題
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

①
条
例
の
更
な
る
周
知
啓
発
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②
設
置
許
可
事
務
の
適
切
な
実
施

・	

設
置
禁
止
区
域
へ
の
例
外
的
な
設
置
に
関
す

る
許
可
事
務
等
を
、
条
例
に
沿
っ
て
適
切
に

実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
拡
大

・	

太
陽
光
発
電
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普

及
拡
大
の
た
め
の
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
お
か

や
ま
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
等
に
基
づ

き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
拡
大
に

努
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
２
）
今
後
の
展
望

条
例
施
行
後
に
見
え
て
き
た
課
題
の
解
決
を
図
る

と
と
も
に
、
条
例
の
適
切
な
運
用
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
県
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
つ
な
げ
、
条
例

の
目
的
で
あ
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な
導
入
の

促
進
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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